
 

 

 

 

報道機関各位 

 

新型コロナウイルスの感染拡大の防止に係る 

市立学校の臨時休業期間の延長について 
 

たつの市立小中学校においては、当面、４月１９日までの間、臨時休業期間としていま

したが、この度の新たな兵庫県知事からの要請を踏まえ、たつの市新型コロナウイルス感

染症対策本部の決定により、下記のとおり臨時休業期間を延長します。 

 

記 

 

１ 臨時休業期間について 

  令和２年４月８日（水）から５月６日（水・振休）までの間 

 

２ 登校日について 

  ４月２０日以降、週に１日、午前中に設定 
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